
大口町告示第１４４号 

 

大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１５年大口町条

例第２８号）第５条第１項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者の指定を行

ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

令和２年１２月２５日 

 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

記 

 

１ 施設の名称 

大口町健康文化センター 

 

２ 指定管理者となる団体等の名称 

ｌｉｎｋｗｏｒｋｓ・技研ほほえみプラザ共同体 

 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 


